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附  則  

資 料 ４



★  総 則  

● 目 的  

協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め

ます。  
 

●用 語 の 定 義  

協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る う え で 重 要 と な る 主 体 の

範 囲 な ど 基 本 と な る 言 葉 に つ い て 定 め ま す 。  

(1) 協 働    (2) ま ち づ く り   

(3) 市 民    (4) 地 縁 に よ る 団 体  

(5) 市 民 活 動 団 体   (6) 事 業 者    (7) 市   

(8) 市 民 活 動   (9) 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 基 本 理 念  

協 働 に よ る ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 基 本 理 念 に つ

い て 定 め ま す 。  

１  「 自 助 ， 共 助 及 び 公 助 の理念」に基づき， そ れ ぞ れ の

果 た す べ き 責 任 を 理 解 す る こ と 。  

２  相 互 に 目 的 を 理 解 し ， 目 的 意 識 を 共 有 す る こ と 。  

３  相 互 に 対 等 な 立 場 で ， 自 主 性 を 尊 重 す る こ と 。  

４  相 互 の 特 性 及 び 役 割 を 理 解 し ， 協 力 す る こ と 。  

５  相 互 に 必 要 な 情 報 を 提 供 し ， 共 有 す る こ と 。  

 
市 民 

連 携 ・ 協 力  

 

事業者 

 

市  

地 縁 に よ る 団 体
（自治会，ＰＴＡ，商店会等）

市 民 活 動 団 体
（ 市 民 ﾎ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ 団 体 ，

N P O  , 商 工 会 等 ）

 

 

 
連携 

    ・ 

協力 

連携  
・協力  

連 携  
・ 協 力  

連携 

  ・ 

協力  

連
携
・
協
力



★  市 民 の 権 利 ， 役 割 及 び 市 の 責 務  

● 市 民 の 権 利  

協働によるまちづくりを推進する上で，市民が持つ権利を明文

化します。 

１  ま ち づ く り に 参 加 す る 権 利 が あ る こ と 。  

２  市 政 に 対 し 意 見 を 提 言 す る 権 利 が あ る こ と 。  

３  市 の 保 有 す る ま ち づ く り に 関 す る 情 報 を 知 る 権 利

が あ る こ と 。  

 

● 市 民 の 役 割  

協 働 の ま ち づ く り の 基 本 的 な 主 体 で あ る ，市 民 の 役 割 に

つ い て 定 め ま す 。  

１  自 ら が ま ち づ く り の 主 体 で あ る こ と を 認 識 し ，積 極

的 に ま ち づ く り に 参 加 す る よ う 努 め る こ と 。  

２  自 ら が 地 縁 に よ る 団 体 の 担 い 手 で あ る こ と を 認 識

し ， 参 加 し ， 又 は 協 力 す る よ う 努 め る こ と 。  

３  市 民 活 動 へ の 理 解 を 深 め ，自 主 的 に 参 加 し ，又 は 協

力 す る よ う 努 め る こ と 。  

 

● 市 の 責 務  

市 の 責 務 に つ い て 定 め ま す 。  

１  施 策 を 策 定 し ， 実 施 す る こ と 。  

２  必 要 な 情 報 を 積 極 的 に 提 供 す る こ と 。  

３  市 職 員 に 対 し て 研 修 等 を 実 施 す る こ と 。  

４  市 職 員 は ，自 己 啓 発 に 努 め ，市 民 等 と の 信 頼 関 係 の

向 上 に 努 め る こ と 。  

 



★  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 役 割 等  

●地 縁 に よ る 団 体 の 役 割  

地 縁 に よ る 団 体 の 役 割 に つ い て 定 め ま す 。  

１  地 域 住 民 の つ な が り を 強 く し ，安 心 ，安 全 で 住 み 良

い 地 域 づ く り に 努 め る こ と 。  

２  様 々 な ま ち づ く り の 主 体 と 交 流 及 び 連 携 す る こ と 。 

 

● 市 民 活 動 団 体 の 役 割  

 市 民 活 動 団 体 の 役 割 を 定 め ま す 。  

１  ま ち づ く り に 貢 献 す る た め ，自 ら の 持 つ 知 識 ，専 門

性 等 を 生 か す よ う に し て も ら う こ と 。  

２  積 極 的 に 情 報 提 供 を 行 い ，活 動 内 容 が 市 民 等 に 理 解

さ れ る よ う に し て も ら う こ と 。  

３  様 々 な 主 体 と 交 流 及 び 連 携 し て も ら う こ と 。  

 

● 事 業 者 の 役 割  

事 業 者 の 役 割 を 定 め ま す 。  

１  公 共 的 又 は 公 益 的 な 活 動 に 協 力 し て も ら う こ と 。  

 

●地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 連 携 と 協 力  

地域コミュニティ（地縁による団体，市民活動団体，事業者）

の連携と協力が重要となることから，すべての主体ではなく，

この３者の連携・協力について改めて定めます。 



★  協 働 に よ る ま ち づ く り  

● 協 働 に よ る ま ち づ く り の 推 進  

基本的な進め方について定めます。 

１  相 互 に そ れ ぞ れ の 特 性 を 理 解 し 合 う こ と 。  

２  尊 重 し 合 う こ と 。   

３  補 完 し 合 う こ と 。  

 

● 協 働 の 環 境 づ く り  

全 般 的 な 「 環 境 づ く り 」 に つ い て 定 め ま す 。  

 

『 環 境 づ く り に つ い て 』  

 検 討 委 員 会 で は ， 環 境 づ く り に つ い て ，  

① 活 動 の 場 の 整 備  

・  公 共 施 設 利 用 の 減 免  

・  イ ベ ン ト な ど の 開 催 に よ る 施 設 開 放  

・  地 区 集 会 所 や 公 園 な ど 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 の 場 の 支 援 の 検 討  

・  公 共 用 地 の 活 用  

② 中 間 支 援 機 能 の 強 化  

・  コ ー デ ィ ネ イ ト 機 能 の 育 成  

・  基 金 の 創 設  

・  団 体 間 の 連 携 を 強 化 す る 中 間 支 援 を す る 組 織 の 育 成    

③ 市 民 主 導 の ま ち づ く り 制 度  

・  市 民 提 案 制 度  

・  市 民 協 働 モ デ ル 事 業  

・  市 民 提 案 型 の 協 働 の ま ち づ く り 事 業 の 創 設  

④ 行 政 運 営  

・  補 助 金 の 見 直 し  

・  窓 口 の 一 元 化 （ 組 織 の 検 討 ）  

・  行 政 提 案 型 の 協 働 の ま ち づ く り 事 業 の 創 設  

  な ど が 提 案 さ れ ま し た 。  

 



●担 い 手 づ く り

担い手づくりについて定めます。 

１  担 い 手 の 発 掘 や 育 成 す る こ と 。  

２  体 験 や 学 習 の 機 会 を 提 供 す る こ と 。  

 

『 担 い 手 づ く り に つ い て 』  

  検 討 委 員 会 で は ， 担 い 手 作 り に つ い て ，  

   ① 講 座 等 の 開 催  

・  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 体 験 講 座 の 充 実  

・  ふ れ あ い 市 民 講 座 の 充 実  

・  リ ー ダ ー 養 成 講 座 の 開 設  

・  創 年 セ ミ ナ ー （ 定 年 を 迎 え る 人 の 人 材 発 掘 ）  

   ② 人 材 バ ン ク の 創 設  

     ③ ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー （ 社 会 福 祉 協 議 会 ） の 機 能 強 化  

  な ど が 提 案 さ れ ま し た 。  

 

● 情 報 の 提 供 及 び 共 有  

情報の提供及び共有について定めます。 

１  情 報 を 提 供 す る こ と ， 共 有 す る こ と  

 

『 情 報 の 提 供 及 び 共 有 に つ い て 』  

検 討 委 員 会 で は ， 情 報 の 提 供 及 び 共 有 に つ い て ，  

① 提 供  

・  情 報 発 信 （ 情 報 誌 ・ 広 報 ・ ホ ー ム ペ ー ジ 等 ）  

・  受 け た 側 に 伝 わ る よ う な 情 報 提 供 の 方 法 （ 平 易 な 言 葉 遣 い ）  

・  見 や す い 情 報 の 提 供 （ 絵 の 活 用 ）  

② 共 有   

・  協 働 の ま ち づ く り に 関 す る 資 料 室 の よ う な コ ー ナ ー  

・  各 種 団 体 の 情 報 の 一 元 化  

  な ど の 提 案 が あ り ま し た 。  

 

 



★  市 政 へ の 参 画  

● 政 策 形 成 過 程 へ の 参 画  

市政への参画を権利として保障し，行政運営は，市民の参画を

基本とすることを定めます。 

１  基 本 的 な 計 画 の 立 案 か ら 参 画 で き る こ と 。  

２  参 画 機 会 を 確 保 す る こ と 。  

３  市 民 の 意 思 が 適 切 に 反 映 さ れ る よ う 行 政 運 営 を 行

う こ と 。  

 

● 市 民 参 画 の 方 法  

市民参加機会を保障するため，具体的に「パブリックコメント」

等について定めます。 

１  基 本 的 な 計 画 を 策 定 す る と き は ，パ ブ リ ッ ク コ メ ン

ト を 実 施 す る こ と 。  

２  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト に よ り 提 出 さ れ た 意 見 等 に 対

す る 市 の 考 え 方 を 原 則 と し て 公 表 す る こ と 。  

３  そ の 他 に も ， 参 画 の 機 会 を 提 供 す る こ と 。  

(1) 説 明 会 の 開 催  

(2) ア ン ケ ー ト 調 査 の 実 施  

(3) ワ ー ク シ ョ ッ プ の 開 催  

(4) 審 議 会 等 の 設 置  等  

 

●附 属 機 関 等 の 委 員  

附属機関等の委員の選任のあり方について定めます。 

１  公 募 委 員 の 拡 大 に 努 め る こ と 。  

２  幅 広 い 分 野 か ら 人 材 を 登 用 す る こ と 。 （ 男 女 比 率 ，

年 齢 構 成 ， 地 域 性 等 ）  

 



★  協 働 の ま ち づ く り 推 進 委 員 会  

● 協 働 の ま ち づ く り 推 進 委 員 会  

条 例 の 実 効 性 を 高 め る た め ， 委 員 会 を 設 置 す る こ と 。  

 

● 所 掌 事 務  

条例の実効性を高めるため，委員会の所掌する事務について定

めます。 

1  市 長 の 諮 問 に 応 じ ， 答 申 す る 事 項  

(1) こ の 条 例 の 適 切 な 運 用 に 関 す る こ と 。  

(2) こ の 条 例 の 見 直 し に 関 す る こ と 。  

(3) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る こ と 。  

２  委 員 会 が 自 発 的 に 検 証 ，審 議 及 び 意 見 を 述 べ る 事 項 。 

(1) 協 働 に よ る ま ち づ く り に 係 る 推 進 施 策 に 関 す る こ

と 。  

(2) 市 民 活 動 の 促 進 に 係 る 施 策 に 関 す る こ と 。  

(3) 市 政 へ の 参 画 に 係 る 推 進 施 策 に 関 す る こ と 。  

(4) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る こ と 。  

 

★  条 例 の 尊 重 及 び 見 直 し  

● 条 例 事 項 の 尊 重  

協 働 に よ る ま ち づ く り の 基 本 原 則 で あ り ，定 め る 事 項 を

尊 重 す る こ と を 改 め て 明 文 化 し ま す 。  

 

●条 例 の 見 直 し  

今 後 ，こ の 条 例 を み ん な で 育 て て い く た め ，見 直 し に つ

い て 明 文 化 し ま す 。  

 

★  雑 則  

● 委 任  

条 例 制 定 後 ，協 働 の ま ち づ く り に 関 し 必 要 と な る 規 則 や

要 綱 な ど は ， 別 に 定 め る こ と と し ま す 。  

 

附  則  

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 効 力 が 生 じ る こ と と し ま す 。  


